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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破綻等の官情報等を含む）が登録されている

場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条

により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ）のために利用することに同意いたします。


